
直方市生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱 

令和4年3月31日 

告示第99号 

（目的） 

第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則（平成3年直方市規則第6号）第3条の

規定に基づき、直方市生ごみ処理容器等購入費補助金に関し必要な事項を定め

ることにより、市内一般世帯から排出される生ごみの減量及び鳥獣被害による

ごみの散乱防止に寄与することを目的とする。 

（補助の対象となる生ごみ処理容器等） 

第1条の2 補助金の対象となる生ごみ処理容器等は、次の各号に掲げる要件のい

ずれかを満たすことを市長が認めたものをいう。 

(1) 生ごみ処理容器 一般家庭において生ごみを堆肥化するために適切な構

造を有する容器をいう。 

(2) 電動・手動式生ごみ処理機 生ごみをかくはんし、若しくは破砕して堆

肥化し、又は乾燥させて減容する機能を有する機器であって、設置工事が必

要のないものをいう。 

(3) ダンボールコンポスト ダンボール箱を容器として生ごみを微生物の力

で分解し、堆肥を作る装置であって、ダンボール箱の容器のみ、又は、基材

に使われるピートモス・もみ殻くん炭等のみ、若しくは、容器、基材及び防

虫カバー等を含むダンボールコンポストセットをいう。 

（補助金の交付対象者） 

第2条 補助金は、次の各号の要件を満たす者に対し、交付するものとする。 

(1) 直方市の住民基本台帳に登録されていること。 

(2) 前条に規定する生ごみ処理容器等を購入した者であること。 

(3) 肥料化又は減容された生ごみを適切に処理できること。 

(4) 近隣の住民に迷惑を及ぼさない場所に生ごみ処理容器等を設置した者

で、悪臭、害虫等の発生防止、騒音防止その他の適正な管理ができる者であ

ること。 

(5) 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）及び申請

者と同一世帯に属する者全員について、市税の滞納がないこと。 

(6) 申請者及び申請者と同一世帯に属する者全員が、暴力団員による不当な

行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴



力団員の構成員（同条第6号に規定する暴力団員をいう。）でないこと。 

（補助金の額） 

第3条 補助金の額は、予算の範囲内とし、次に掲げる額とする。 

(1) 生ごみ処理容器 購入額の2分の1の額（100円未満の端数を切り捨てた

額。ただし、1基あたり2,700円を上限とする。） 

(2) 電動・手動式生ごみ処理機 購入額の2分の1の額（1,000円未満の端数を

切り捨てた額。ただし、1基あたり20,000円を上限とする。） 

(3) ダンボールコンポスト 購入額の2分の1の額（100円未満の端数を切り捨

てた額。ただし、1個あたり1,000円を上限とする。） 

（補助金の交付申請） 

第4条 申請者は、生ごみ処理容器等購入費補助金交付申請書（様式第1号）、第

2条に規定する要件に係る確認のための同意書（様式第2号）及び市長が必要と

認める領収書等の関係書類を添付し、市長に対して申請を行うものとする。 

2 申請者は、次に掲げるいずれかの生ごみ処理容器等について当該各号に掲げ

る基数（以下「最大基数」という。）までに限って、前項の申請をすることが

できるものとする。ただし、第1号及び第2号については最後の補助金の交付を

受けた日から起算して5年を経過した場合は、最大基数を超えて再度申請がで

きるものとし、第3号については会計年度ごとに再度申請ができるものとす

る。 

(1) 生ごみ処理容器 1世帯当たり2基 

(2) 電動・手動式生ごみ処理機 1世帯当たり1基 

(3) ダンボールコンポスト 1世帯当たり1会計年度につき4個 

3 第1項の規定による申請は、購入日の翌日から起算して1年以内に行わなけれ

ばならない。 

（補助金の交付決定及び通知） 

第5条 市長は、前条に規定する交付申請があったときは、内容を審査し、適当

と認めたときは、申請者に対し生ごみ処理容器等購入費補助金交付・不交付決

定通知書及び交付額決定通知書（様式第3号）により通知する。 

（補助金の返還） 

第6条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると

きは、既に交付した補助金の返還を命ずることができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により申請をしたとき。 



(2) 容器の購入及び設置が、この要綱の目的に反するとき。 

（管理及び立入検査等） 

第7条 申請者は、設置された生ごみ処理容器等について、悪臭、害虫等の発生

防止、騒音防止その他の適正な管理を行わなければならない。 

2 市長は、適正な使用及び管理が行われていないと認めるときは、立入検査及

び指導を行うことができるものとする。 

附 則 

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。 

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。 

 


